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総
務
文
教
常
任
委
員
会

［
７
項
目
を
審
査
］

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
給
与
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
制
定

問

地
方
公
務
員
法
の
改
正
で
、
臨
時
職
員
や
非

常
勤
職
員
に
つ
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

が
導
入
さ
れ
る
が
、
制
度
の
詳
細
を
伺
う
。

答
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
移
行
に
当
た
り
、

現
在
勤
務
し
て
い
る
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
意
向

調
査
を
行
う
。
新
規
の
任
用
は
公
募
を
基
本
と
す

る
。
任
用
期
間
は
原
則
と
し
て
一
会
計
年
度
以
内

と
な
り
、
現
行
の
任
用
回
数
の
上
限
は
廃
止
す
る
。　
　

　

ま
た
、
期
末
・
通
勤
手
当
は
正
規
職
員
と
同
様

な
支
給
水
準
と
し
、
休
暇
に
つ
い
て
は
国
の
非
常

勤
職
員
制
度
に
準
じ
て
規
則
で
定
め
る
。

燕
市
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る

条
例
の
制
定

問

休
業
後
、
職
務
復
帰
時
の
昇
給
の
扱
い
や
、

現
在
の
職
員
に
対
す
る
自
己
啓
発
の
支
援
制
度
に

つ
い
て
伺
う
。

答
復
帰
の
際
、
研
修
内
容
が
業
務
に
生
か
さ
れ

る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
通
常
の
２
分
の
１
の

昇
級
を
認
め
る
。
制
度
で
は
、
指
定
し
た
資
格
の

取
得
や
自
主
勉
強
会
へ
の
経
費
補
助
を
行
っ
て
い

る
が
、
条
例
の
制
定
に
よ
り
、
海
外
で
の
国
際
貢

献
活
動
な
ど
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

燕
市
立
幼
稚
園
条
例
及
び
燕
市
特
定
教

育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型 

保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正

問

保
育
料
の
無
償
化
に
当
た
り
、
国
の
方
針
に

基
づ
い
た
副
食
費
を
保
護
者
か
ら
負
担
し
て
も
ら

う
市
の
考
え
や
、
本
年
度
の
国
の
臨
時
交
付
金
の

増
額
に
つ
い
て
伺
う
。

答
副
食
費
の
実
費
負
担
額
は
、
国
の
公
定
価
格

に
基
づ
き
示
さ
れ
た
金
額
で
あ
る
。
無
償
化
に
伴

い
、
こ
れ
ま
で
の
保
育
料
基
準
額
の
軽
減
分
に
相

当
す
る
交
付
金
は
、
保
育
の
充
実
な
ど
の
事
業
に

財
源
を
充
当
し
た
い
。
ま
た
、
負
担
額
は
経
済
状

況
な
ど
必
要
に
応
じ
見
直
し
を
行
う
。
今
後
は
他

市
の
動
向
を
注
視
し
、
調
査
研
究
を
進
め
た
い
。

燕
市
社
会
教
育
施
設
使
用
料
の
見
直
し
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の

制
定

問

使
用
料
見
直
し
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
伺
う
。

答
受
益
者
負
担
の
適
正
化
に
つ
い
て
、
施
設
利

用
者
の
バ
ラ
ン
ス
や
地
区
に
よ
る
使
用
料
の
差
額

の
是
正
な
ど
を
基
本
に
す
る
。

反
対
討
論　

減
免
の
基
準
や
物
販
に
お
け
る
さ
ま

ざ
ま
な
矛
盾
が
解
決
さ
れ
て
い
な
い
中
、
条
例
制
定

に
賛
成
で
き
な
い
。

賛
成
討
論　

施
設
の
維
持
管
理
や
公
平
性
を
考
え

使
用
料
の
見
直
し
は
必
要
で
あ
る
。
見
直
し
を
行
わ

な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
不
都
合
が

あ
れ
ば
適
宜
、
見
直
し
を
図
っ
て
い
け
ば
よ
い
。
し

た
が
っ
て
こ
の
件
に
つ
い
て
賛
成
で
あ
る
。

そ
の
他

・
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

・
新
潟
市
と
燕
市
の
境
界
変
更
の
申
請

・
令
和
元
年
度
燕
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

５
号
）

市
民
厚
生
常
任
委
員
会

［
７
項
目
を
審
査
］

燕
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正

問

自
動
車
取
得
税
が
廃
止
さ
れ
、
環
境
性
能
割

が
導
入
さ
れ
る
。
財
源
の
確
保
と
税
制
改
正
に
関

す
る
市
民
へ
の
Ｐ
Ｒ
は
ど
う
な
の
か
伺
う
。

答
国
の
示
す
資
料
か
ら
試
算
す
る
と
、
今
年
度

は
半
年
分
の
自
動
車
取
得
税
交
付
金
と
環
境
性
能

割
交
付
金
な
ど
で
、
前
年
の
約
９
千
万
円
に
対
し
、

約
７
千
万
円
が
確
保
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
Ｐ

Ｒ
は
、
議
決
後
に
詳
し
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
元
年
度
燕
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

問

妊
産
婦
医
療
費
助
成
の
当
初
予
算
か
ら
の
大

幅
な
増
額
に
つ
い
て
伺
う
。

答
現
物
給
付
の
ス
タ
ー
ト
に
伴
い
、
制
度
の
周

知
や
申
請
の
啓
発
に
努
め
た
こ
と
が
増
加
し
た
要

因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

そ
の
他

・
燕
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

・
燕
市
手
話
言
語
の
普
及
等
の
推
進
に
関
す
る

条
例
の
制
定

・
字
の
変
更

・
令
和
元
年
度
燕
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

・
令
和
元
年
度
燕
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

産
業
建
設
常
任
委
員
会

［
２
項
目
を
審
査
］

令
和
元
年
度
燕
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

問

土
木
費
の
消
雪
施
設
整
備
事
業
に
つ
い
て
、

今
回
の
補
正
予
算
に
お
け
る
消
雪
施
設
の
整
備
内

容
を
伺
う
。

答
消
雪
用
の
井
戸
３
カ
所
で
、
そ
の
う
ち
掘
り

直
し
２
カ
所
、
二
重
ケ
ー
シ
ン
グ
１
カ
所
、
消
雪

パ
イ
プ
散
水
管
改
修
が
２
地
区
と
な
っ
て
い
る
。

問

豪
雪
の
場
合
の
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

答
近
年
の
豪
雪
で
は
、
消
雪
パ
イ
プ
機
能
の
限

界
が
表
面
化
し
た
こ
と
を
受
け
、
水
が
出
な
い
場

合
に
お
け
る
機
械
除
雪
の
対
応
に
つ
い
て
、
翌
年

の
除
雪
計
画
書
に
盛
り
込
み
、
対
応
し
て
い
る
。

問

道
路
改
良
や
下
水
路
整
備
で
、
自
治
会
な
ど

の
要
望
に
応
え
ら
れ
る
割
合
や
、
予
算
の
確
保
に

つ
い
て
伺
う
。

答
要
望
に
す
べ
て
応
え
ら
れ
る
状
況
で
は
な
い

が
、
事
業
内
容
の
精
査
や
効
率
的
な
事
務
執
行
を　
　

心
が
け
、
な
る
べ
く
要
望
に
応
え
て
い
き
た
い
。

　

地
域
の
要
望
は
重
要
と
認
識
し
て
い
る
中
で
、

厳
し
い
財
政
状
況
で
あ
る
が
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
考
慮
し
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
工
夫
し
な
が

ら
予
算
確
保
に
努
め
て
い
く
。

そ
の
他

・
燕
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正

常任委員会 で議案を審査
すべて可決すべきものと決定

条例の制定により、海外での国際活動
も可能に

10月から幼児教育・保育の無償化が
始まる（内閣府ＨＰより）

燕市のホームページ

消雪パイプ機能にも限界がある


